
（環境省２７ー⑭）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - 42 - - -

38.0 -

- - - 14～15% - - -

15.2 -

- - - 23 - - -

17.9 -

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
循環型社会形成年次報告
策定事務費
（平成13年度）

8
(11）

8
(11)

9
(10)

9 1,2,3 143

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－１　国内及び国際的な循環型社会の構築 担当部局名

大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部企画
課循環型社会推進
室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

循環型社会推進室長

施策の概要
循環型社会形成推進基本計画等を着実に施行して国内における循環型社会の構築を図るとともに、３Ｒイニシアティブ
に基づいて国際的な循環型社会構築を図る。

政策体系上の
位置付け

４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
循環型社会形成推進基本計画に基づき定められた、資源生産性の向上、循環利用率の向上、
廃棄物最終処分量の削減等の目標を達成するとともに、３Ｒイニシアティブに基づき国際的に３
Ｒを推進することにより、循環型社会の形成を目指す。

目標設定の
考え方・根拠

循環型社会形成推進基本法に基づき、我が
国の経済社会を、大量生産・大量消費・大量
廃棄型から持続可能な循環型社会へ変革す
る。

政策評価実施予定時期 平成28年6月

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

1
資源生産性（ＧＤＰ／天然資
源等投入量）（万円/ﾄﾝ）

24.8 H12年度 46 H32年度

17 H32年度

循環型社会形成推進基本法に基づく第三次循環型社会形成推進基本計画（H25
年5月閣議決定）において、物質フロー指標として目標が設定されている。

2
循環利用率（循環利用量
／総物質投入量）（％）

10.0 H12年度 17 H32年度
循環型社会形成推進基本法に基づく第三次循環型社会形成推進基本計画（H25
年5月閣議決定）において、物質フロー指標として目標が設定されている。

循環型社会形成推進基本法に基づく第三次循環型社会形成推進基本計画（H25
年5月閣議決定）において、物質フロー指標として目標が設定されている。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

2
廃棄物最終処分量（百万ﾄ
ﾝ）

56.0 H12年度

＜達成手段の概要＞
　循環型社会形成推進基本法第14条に基づく循環型社会白書を作成し、国会に提出する。また同白書を全国各地で国民に解説すると
ともに、英訳版を作成し、広く海外へも情報発信を行う。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
　循環型社会白書を作成し、国会に提出する。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　循環型社会形成に向けた取組の状況について、広く国民に向け普及啓発を行うことにより、国民の3R（リデュース、リユース、リサイク
ル）に向けた取組を促し、もって資源生産性の向上、循環利用率の向上、廃棄物最終処分量の減少に寄与する。
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(2)
循環型社会形成推進等経
費
（平成13年度）

137
(132)

113
(124)

97
(120)

97 1,2,3 144

(3)
循環型社会形成推進事業
費
（平成18年度）

20
(18.5)

20
(18.7)

19
(18.1)

19 1,2,3 151

(4)
我が国循環産業の戦略的
国際展開・育成事業（国際
展開支援）（平成23年度）

434
(375)

434
(307)

446
(406)

340 ― 149

(5)

アジア低炭素・循環型社会
構築力強化プログラム事
業
（平成21年度）

84
(82)

67
(63)

62
(46)

60 ― 148

＜達成手段の概要＞
　事業目的を達成するため、
１）第三次循環型社会形成推進基本計画に規定された物質フロー図中のデータの更新、物質フロー指標及び取組指標に係る進捗状況
の把握・評価、国を含む各主体の取組状況の把握・評価及び指標について同基本計画において課題とされた事項の検討
２）３R推進のための全国大会、先進事例に対する大臣表彰、小中学生への意識啓発を目的としたポスターコンクール等の開催、実施
３）地域の実情及び当該地域で循環する物質の性質に応じた物質循環圏の形成の促進のためのモデル事業及びガイドライン検討
４）３Rのうち取組が遅れている２R（リデュース・リユース）を促進するための先進事例集の作成やデータブックの作成及び政策検討
５）ウェブサイト「Re-Style」の管理運営による情報発信
等を実施。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
　循環型社会を形成するために策定された第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況を適切に把握し、かつ、同基本計画全般
に係る施策（３Rの普及啓発活動、３Rのうち取組が遅れているリデュース・リユースを促進するための取組等）を実施し、リデュース・リ
ユースを重視した３Ｒによる循環型社会づくりを推進する。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　リデュース・リユースを重視した３Ｒによる循環型社会づくりを推進することで、資源生産性の向上、循環利用率の向上、廃棄物最終処
分量の減少に寄与する。

＜達成手段の概要＞
　全国７ブロックにおいて地方環境事務所が主催し、各地域の循環型社会形成に向けた各種の取組の紹介、イベントの実施、マイバック
キャンペーン等を通じ、国民一人ひとりの意識改革を図るとともに、「３Ｒ推進全国大会」との連携を取りながら、循環型社会に向けた地
方からの施策の取組を進める。

＜達成手段の目標（26年度）＞
　循環型社会の形成に向けた市民運動に対して積極的に支援するとともに、市民の参加を得て全国的な規模で普及啓発事業を展開す
ることにより、循環型社会の形成を推進する。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　循環型社会について、地域に密着した形で広く普及啓発を行うことにより、資源生産性の向上、循環利用率の向上、廃棄物最終処分
量の減少に寄与する。

＜達成手段の概要＞
　我が国循環産業の戦略的な国際展開を促進する。
　国際展開の具体的な計画のある事業について、実現可能性調査、現地関係者との合同ワークショップ、研修等の支援を行う。また、海
外の廃棄物処理に関する情報の収集・共有、我が国循環産業・技術の海外への情報発信を行う。

＜達成手段の目標（27年度）＞
　先進的な我が国循環産業が、海外において事業展開することを支援し、世界規模で環境負荷の低減を実施するとともに、我が国経済
の活性化につなげる。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－

＜達成手段の概要＞
 　アジアをはじめとして国際社会における３Ｒ推進のリーダーシップを発揮するとともに、我が国循環産業の海外展開促進にも貢献する
ため、アジアにおける循環型社会づくりのための政策立案支援、優良取組事例の支援、政策・技術に関する知見の共有等を行う。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
アジアにおいて温暖化政策にも貢献しつつ、循環型社会の構築を実現する。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－



(6)

アジア諸国における３Rの
戦略的実施支援事業拠出
金
（平成21年度）

22
(22)

22
(22)

26
(26)

30 ― 147

(7)

UNEP「持続可能な資源管
理に関する国際パネル」支
援
（平成20年度）

14
(14)

14
(14)

16
(16)

19 ― 146

(8)
日中韓循環型社会プロ
ジェクト推進費
（平成23年度）

6
(0.7)

4
(0)

4
(2)

4 ― 145

(9)
我が国循環産業の戦略的
国際展開・育成事業（ビジ
ネスモデル支援）

212
(186)

206
(189)

212
(134.9)

159.6 ― 150

937
（842）

888
（749）

891
（778.9）

737.6

＜達成手段の概要＞
　各国における３Ｒ関連の事業形成や政策立案を促進するため、政府機関、国際援助機関、民間セクター等が参加する「アジア太平洋３
Ｒ推進フォーラム」を開催するため、国連機関（国連地域開発センター(UNCRD)）に対して拠出を行う。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
「アジア太平洋３Ｒ推進フォーラム」の開催により、ハイレベルでの政策対話が行われ、アジア太平洋地域における３Rが促進される。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－

＜達成手段の概要＞
　UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」に対し、拠出金等の支援を行う事で、天然資源の持続可能な利用に関する我が国
の知見を同パネルでの議論に反映し、また我が国の関心事項に対応した議論を同パネルで行ってもらう。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
　「持続可能な資源管理に関する国際パネル」の活動により、世界の資源消費に伴う環境負荷の低減に関する知見を得て、我が国及び
世界の課題解決に寄与する。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－

＜達成手段の概要＞
　日中韓共通の課題である、廃棄物の不適切な処理に関する問題に三カ国が協力して取組むために、循環型社会に関するプロジェクト
の一層の推進を図る。

＜達成手段の目標（平成27年度）＞
環境の現状や課題及び対策について、情報や認識を共有することにより、循環型社会形成に関する政策や活動の充実を図る。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－

＜達成手段の概要＞
未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が次世代の循環産業として技術やネットワーク構築を踏まえて国内外に展開できるよう、
ビジネスモデルの構築を支援する。
＜達成手段の目標（平成27年度）＞
一般廃棄物のリサイクル率を向上させるとともに、容器包装プラスチックの分別収集参加市町村数を増加させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
我が国の循環型産業のビジネスモデル構築に寄与する。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

インフラ輸出戦略（平成26年度改訂版）(平成26年6月3日)　 第２章４．（４）　２ポツ目　ｐ24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第３章　１ 国別取組　７ポツ目　ｐ30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　第３章　４　大洋州　現在の取組状況　１ポツ目　ｐ34



(記入イメージ） （環境省２７ー⑮）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 4-2 各種リサイクル法等の円滑な施行によるリサイクル等の推進 担当部局名
大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部　リ
サイクル推進室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

リサイクル推進室長

施策の概要 各種リサイクル法等の円滑な施行等により、リサイクル等を推進する。
政策体系上の

位置付け
４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
定められた計画値・目標値の達成に向けて、各種リサイクル法等の円滑な施行等により、リサ
イクル等を推進する。

目標設定の
考え方・根拠

各リサイクル法、施行令、省令、施行規則、
基本方針

政策評価実施予定時期 平成２８年６月

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

1

容器包装リサイクル法に
基づく容器包装分別収集
量
（千トン）

- - 「別紙のとおり」 第７期市町村分別収集計画（平成２６年）における分別収集見込量に基づき設定

2

家電リサイクル法における
特定家庭用機器の再商品
化率（％）
及び特定家庭用機器廃棄
物の回収率（％）

- - 「別紙のとおり」 特定家庭用機器再商品化法施行令に基づき設定

3

食品リサイクル法における
食品関連事業者による食
品循環資源の再生利用等
の実施率（％）

- - 「別紙のとおり」
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(平成27年7月策定予定)に
基づき設定

4

建設リサイクル法における
特定建設資材の再資源化
等の実施率（建設発生木
材、％）

- - 「別紙のとおり」
「建設リサイクル推進計画２０１４」に基づき設定
（特定建設資材の再資源化等実施率のうち、建設発生木材について「建設リサイク
ル推進計画２０１４」の目標値を達成していないため）

5

資源有効利用促進法にお
けるパソコン及び小型二次
電池の自主回収・再資源
化率（％）

- - 「別紙のとおり」

パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータ
の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令、及
び密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等
の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の
基準となるべき事項を定める省令に基づき設定

6

自動車リサイクル法におけ
る自動車破砕残さ（ASR）
及びガス発生器（エアバッ
グ類;AB）の再資源化率
（％）

- - 「別紙のとおり」 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に基づき設定

7
小型家電リサイクル法にお
ける使用済電気電子機器
等の回収量［万㌧］

- - 「別紙のとおり」 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針に基づき設定

8

(間接）容器包装リサイクル
法に基づく分別収集実施
市町村数（全市町村数に
対する割合）[市町村数
（％）]

- - 「別紙のとおり」 第７期市町村分別収集計画（平成２６年）における分別収集見込量に基づき設定

別紙１



当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
容器包装リサイクル推進
事業費（平成18年度）

55
（50）

54
（52）

61
（64）

90
(-)

1,8 152

(2)
家電リサイクル推進事業
費（平成19年度）

8
（15）

14
（32）

36
（40）

39
(-)

2 153

(3)
資源の有効利用促進に係
る適正化事業費（平成19
年度）

5
（5）

2
（2）

2
（2）

2
(-)

5 154

(4)
食品リサイクル推進事業
費（平成19年度）

6
(1)

9
(7)

9
(9)

31
(-)

3 155

9

（間接）小型家電リサイク
ル法に基づく制度参加自
治体人口（全人口に対する
割合）［万人（％）］

- - 「別紙のとおり」 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針に基づき設定

10

一般廃棄物（ごみ）のリサ
イクル率（（直接資源化量
＋中間処理後再生利用量
＋集団回収量）／（ごみの
総処理量＋集団回収量））
［％］

- - 「別紙のとおり」 第三次循環型社会形成推進基本計画に基づき設定

11
ペットボトルからペットボト
ルにリサイクルされた製品
の量［億本］

- - 「別紙のとおり」 第三次循環型社会形成推進基本計画に基づき設定

12

容器包装プラスチックを原
材料とした高品質な再生
材が用いられた日用品や
電気電子製品等として実
用化された製品の品目数
［個］

- - 「別紙のとおり」 第三次循環型社会形成推進基本計画に基づき設定

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
容器包装リサイクル法の円滑な運用や高度化のために必要な調査検討、普及啓発等を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
容器包装リサイクル法に基づく容器包装分別収集量（及び参加市町村数）を増加させる。
＜施設の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
容器包装リサイクル法の適正な運用を通じて市町村の適切な事務の遂行・住民の参加意識の向上等を促進することにより、分別収集
量（及び参加市町村数）の増加に寄与する。

＜達成手段の概要＞
家電リサイクル法の高度化及び適正な施行に資する調査検討等を行う。
＜達成手段の目標（26年度）＞
特定家庭用機器の再商品化率を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
家電リサイクル法の高度化および適正施行を推進することで、特定家庭用機器の再商品化率の向上に寄与する。

＜達成手段の概要＞
資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品の回収率・再資源化率の更なる向上等のための調査検討等を行う。
＜達成手段の目標（26年度）＞
パソコン及び小型二次電池の自主回収・再資源化率を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
指定再資源化製品に関する法の施行状況の把握及び製造事業者等による適正な回収・リサイクルの確保等により、再資源化率の向上
に寄与する。

＜達成手段の概要＞
食品リサイクル法の円滑な施行のための調査検討や、食品ロス削減や食品リサイクルループ形成を促進するための事業を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
食品循環資源の再生利用等実施率を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
食品リサイクル法の円滑な施行を図り、また、食品ロス削減や食品リサイクルループ形成を促進することにより、再生利用等実施率の向
上に寄与する。



(5)
建設事リサイクル推進事
業費（平成１９年度）

5
(4)

4
(3)

3
(5)

3
(-)

4 156

(6)
自動車リサイクル推進事
業費（平成22年度）

9
（22）

7
（6）

16
（27）

21
(-)

6 157

(7)
使用済小型電気電子機器
リサイクル推進事業費（平
成25年度）

739
(189)

950
(810)

801
(826)

300
(-)

7,9 158

(8)
我が国循環産業の戦略的
国際展開・育成事業（ビジ
ネスモデル支援）

- - - -  10,11,12
150

【再掲】

820
(295)

1040
(912)

716
(1005)

486

＜達成手段の概要＞
小型家電リサイクル法の施行を受けて、使用済小型電子機器等の回収等を行う実証事業等を実施する。
＜達成手段の目標（27年度）＞
使用済小型電子機器等の回収量（及び制度への参加市町村数）を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
小型家電リサイクル法の円滑な施行を図り、回収量（及び制度への参加市町村数）の向上に寄与する。

＜達成手段の概要＞
未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が次世代の循環産業として技術やネットワーク構築を踏まえて国内外に展開できるよう、
ビジネスモデルの構築を支援する。
＜達成手段の目標（平成27年度）＞
一般廃棄物のリサイクル率を向上させるとともに、容器包装プラスチックの分別収集参加市町村数を増加させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
我が国の循環型産業のビジネスモデル構築に寄与する。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

日本再興戦略 二．戦略市場創造プラン テーマ２：クリーン・経済的なエネルギー需給の実現(食品リサイクル推進事業)

＜達成手段の概要＞
適切な分別解体による再資源化方策の検討を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
特定建設資材の再資源化等率を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
建設リサイクル法の円滑な施行を図ることにより、特定建設資材の再資源化等の実施率の向上に寄与する。

＜達成手段の概要＞
自動車リサイクル法の円滑な施行や高度化を図るための調査検討等を行う。
＜達成手段の目標（27年度）＞
自動車破砕残さやガス発生器の再資源化率を向上させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
自動車リサイクル法の円滑な施行及び高度化を図り、再資源化率の向上に寄与する。



２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２9年度 30年度 目標年度 目標値

ア 814 810 807 781 779 777 775 775

786 798 － （計画値）

イ 130 133 132 136 136 138 139 139

89 90 － （計画値）

ウ 305 306 305 305 306 306 308 308

299 302 － （計画値）

エ 818 846 759 763 770 774 775 775

１０．一般廃棄物（ごみ）のリサイクル率（（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）／（ごみの総処理量＋集団回収量））［％］

１１．ペットボトルからペットボトルにリサイクルされた製品の量［億本］

１２．容器包装プラスチックを原材料とした高品質な再生材が用いられた日用品や電気電子製品等として実用化された製品の品目数［個］

年度ごとの目標値

指標1 ３０年度

５．自動車リサイクル法における自動車破砕残さ（シュレッダーダスト）及びガス発生器（エアバッグ類）の再資源化率［％］

ア．自動車破砕残さ（シュレッダーダスト）　　イ．ガス発生器（エアバッグ類）

７．小型家電リサイクル法における使用済小型電子機器等の回収量［万㌧］

８．（間接）容器包装リサイクル法に基づく分別収集実施市町村数（全市町村数に対する割合）［市町村数（％）］

ア．無色のガラス製容器　　イ．紙製容器包装　　ウ．ペットボトル　エ．プラスチック製容器包装

９．（間接）小型家電リサイクル法に基づく制度参加自治体人口（全人口に対する割合）［万人（％）］

４．建設リサイクル法における特定建設資材の再資源化等の実施率（建設発生木材：％）

５．資源有効利用促進法におけるパソコン及び小形二次電池の自主回収・再資源化率［％］

 （※処理された廃棄物の重量に対する再資源化量の割合）

ア．デスクトップパソコン　　イ．ノートブックパソコン　　ウ．ブラウン管式表示装置

エ．液晶式表示装置　　オ．ニカド電池　　カ．ニッケル水素電池　　キ．リチウムイオン電池

ク．小形制御弁式鉛蓄電池

指標

測定指標

１．容器包装リサイクル法に基づく容器包装分別収集量［千㌧］

ア．ガラス製容器　　イ．紙製容器包装　　ウ．ペットボトル　エ．プラスチック製容器包装

２－１．家電リサイクル法における特定家庭用機器の再商品化率［％］

ア．家庭用エアコン　　イ．ブラウン管式テレビ　　ウ．液晶・プラズマテレビ　　エ．冷蔵庫・冷凍庫

オ．洗濯機・衣類乾燥機

２－２．家電リサイクル法における特定家庭用機器廃棄物の回収率[％]

３．食品リサイクル法における食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の実施率［％］

ア．食品製造業　　イ．食品卸売業　　ウ．食品小売業　　エ．外食産業

別紙



727 734 － （計画値）

70 70 70 80 80 80 80

91 91 92

55 55 55 55 55 55 55

82 79 75

50 50 50 74 74 74 74

87 89 89

60 60 60 70 70 70 70

80 80 80

65 65 65 82 82 82 82

86 88 88

－ － － － － － 56

－ － 調査中
85 85 85 95 95 95 95

95 95

70 70 70 70 70 70 70

58 58

45 45 45 55 55 55 55

45 45

40 40 40 50 50 50 50

24 25

－ － － － － － 95

89.2 －

50 50 50 50 50 50 50

77.8 78.4 -

20 20 20 20 20 20 20

59.4 59.3 -

55 55 55 55 55 55 55

71.6 70.9 -

55 55 55 55 55 55 55

72.6 74.3 -

60 60 60 60 60 60 60

72.6 72.2 -

55 55 55 55 55 55 55

76.6 76.6 -

30 30 30 30 30 30 30

61.1 60.5 -

50 50 50 50 50 50 50

カ 55

キ 30

ク 50

ウ 55

エ 55

オ 60

指標４ - ３０年度 95

指標５

ア

各年度

50

イ 20

指標３

ア

平成27年度～
平成31年度

95

イ 70

ウ 55

エ 50

オ 82

指標２－２ - ３０年度 56

指標２－１

ア

各年度

80

イ 55

ウ 74

エ 70



50 50 -

ア 50 50 50 70 70 70 70 50(～26年度）

93～96.8 96.0～97.7 － 70（27年度～）

イ 85 85 85 85 85 85 85

93.3～94.8 93.7～94.6 －

- - - 14 - - -
- 2.4 調査中

ア 1,709 1,714 1,658 1658 1659 1660 1668 1,668
(97.7%) (97.9%) (95.2%) (95.2%) (95.2%) (95.3%) (95.3%) (96.8%)

1,635 1,634 － （計画値）

イ 886 897 842 844 855 858 867 867
(50.6%) (51.3%) (48.4%) (48.5%) (49.1%) (49.3%) (49.8%) (49.8%)

612 644 - （計画値）

ウ 1,722 1,724 1,683 1,683 1,683 1,684 1689 1,689
(98.4%) (98.5%) (96.7%) (96.6%) (96.6%) (96.7%) (97.0%) (97.0%)

1,696 1,702 - （計画値）

エ 1,386 1,396 1,367 1,371 1,379 1,382 1390 1,390
(79.2%) (79.8%) (78.5%) (78.7%) (79.2%) (79.3%) (79.8%) (79.8%)

1,307 1,312 - （計画値）

- - -
10,000
(80)

- - -

-
8,100
(64.8)

調査中

26 26 26 26 26 26 －
20.4 調査中 調査中

－ 6 7 － － － 9
－ 6 調査中
－ 2 4 － － － 8
－ 1 4

指標１２ - 各年度 8

指標１０ - 各年度 26

指標１１ - 各年度 9

指標８ ３０年度

指標９ - ２７年度
10,000
(80)

指標6 各年度

85

指標７ - ２７年度 14

ク 50



(記入イメージ） （環境省２７ー⑯）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - - - - -

45 45 集計中

- - - - - - -

352 350 集計中

- - - - - 26 -

20 20 集計中

- - - 5.0 - - -

4.6 4.5 集計中

- - - 39 - - -

36 35 集計中

- - - - - - -

31 30 集計中

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
循環型社会形成推進交付
金（公共）
（平成17年度）

55,278
（48,124）

66,905
（65,705）

92,356
（89,626）

43,936 1,2,3 163

(2)
廃棄物処理等に係る情報
提供経費
（平成10年度）

11
（13）

8
（11）

11
（9）

11 1,2,3,4 160

＜達成手段の概要＞
・廃棄物処理業関係PRTR届出データ取りまとめ・支援システムの改善
・廃棄物処理技術等情報提供システムの改善
・廃棄物処理施設入札・契約適正化システム管理運営
＜達成手段の目標＞
　循環型社会構築の促進・普及啓発等
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等の推進

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
・市町村等が広域的な地域について作成する循環型社会形成推進地域計画に基づき実施される事業の費用に交付金を交付する。
・効率的かつ的確な施設整備事業の実施のため必要な調査を実施する。
・東日本大震災等に起因する電力不足への対応や今後の防災体制の強化等の観点から、高効率エネルギー回収及び災害廃棄物処理
体制の強化の両方に資する施設整備を促進する。
＜達成手段の目標＞
　市町村等の自主性と創意工夫を活かした総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援することにより、地域における循環型社
会の形成を推進する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の抑制排出、リサイクル、適正処理の推進

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する背策の総合的かつ計画的な推進を
図るための基本的な方針

4
一般廃棄物焼却炉からの
ダイオキシン類の排出量
（g-TEQ/年）

33 H22年度 33 当面の間
我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための
計画

3
（2）一般廃棄物の最終処
分量（kg/人）

50 H19年度 39 H27年度

廃棄物処理施設整備計画

3
（1）一般廃棄物の最終処
分量（百万トン）

6.4 H19年度 5.0 H27年度
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する背策の総合的かつ計画的な推進を
図るための基本的な方針

2
一般廃棄物のリサイクル
率（％）

20 H24年度 26 H29年度

第三次循環型社会形成推進基本計画

1
（2）一般廃棄物の排出量
（kg/人）

433 H12年度 325 H32年度 第三次循環型社会形成推進基本計画

1
（1）一般廃棄物の排出量
（百万トン）

55 H12年度 41 H32年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等を推進する。
政策体系上の

位置付け
4.廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等について施策の総合的かつ計画的な推進を
図る。

目標設定の
考え方・根拠

廃棄物処理施設整備計画等 政策評価実施予定時期 平成28年6月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標4-3　一般廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等） 担当部局名
大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部廃棄
物対策課

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

廃棄物対策課長

別紙１



(3)
災害等廃棄物処理事業費
補助金
（昭和49年度）

285,231
（278,204）

89,785
（59,791）

3,894
（3,733）

200 - 161

(4)
ダイオキシン削減対策総
合推進費
（平成11年度）

5
（5）

4
（18）

4
（4）

4 4 159

(5)
廃棄物処理施設災害復旧
事業
（平成23年度）

9,585
（4,946）

207
（166）

65
（47）

30 - 164

(6)
大規模災害に備えた廃棄
物処理体制検討・拠点整
備事業

- -
833

（801）
950 - 165

(7)
廃棄物処理施設整備費補助
（平成12年度）

9,032
(8,980)

12,294
(12,288)

5,373
(5,334)

4,746 - 162

(8)
東京オリンピックを契機とした
一般廃棄物の統一分別ラベ
ル導入検討事業

- - - 30,000 1,2,3 新27-0015

359,142
（340,272）

169,203
（137,979）

102,536
（99,554）

79,877

＜達成手段の概要＞
・これまでに国内外で開催された観光客等が一時的に大量の廃棄物を排出する国際的イベント等における開催地でのごみ分別ルール
について情報収集を行い、その課題や対応についての整理。
・オリンピックまでのラベル等の導入に向け、東京都と連携しながらごみの統一分別モデル事業の実施に係る課題の整理及び実施方法
についての検討。
・ラベルのデザイン、PR等分別ルールの普及に向けた他都市の事例調査を実施し、ラベル等を普及・定着させるための手法の検討。
・その他分別基準の統一に向けた事項の検討。
＜達成手段の目標＞
・東京オリンピックを契機に、東京都市圏（大会エリア）において、空港や駅等の公共施設に一般廃棄物の統一分別ラベル等の導入を目
指し、廃棄物を排出する者にとって分かりやすい仕組みを導入する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・一般廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等の推進

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・循環型社会形成推進地域計画
・第三次循環型社会形成推進基本計画
・廃棄物処理施設整備計画
・国土強靭化基本計画

＜達成手段の概要＞
　市町村が実施した災害廃棄物及び漂着ごみの収集・運搬・処分に係る事業に対し補助を行う。
＜達成手段の目標＞
　災害等により発生した廃棄物を安全かつ適正に処理することにより、地域住民の生活環境の保全を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の適正処理の推進

＜達成手段の概要＞
・ダイオキシン類排出実態調査
・一般廃棄物処理施設の技術管理者に対する講習会
＜達成手段の目標＞
　ダイオキシン類による環境汚染の防止又はその除去のための施設の設置又は改善
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の適正処理の推進

＜達成手段の概要＞
　市町村が実施した災害により被災した一般廃棄物処理施設の復旧に係る事業に対し補助を行う。
＜達成手段の目標＞
　災害により被害を受けた一般廃棄物処理施設を復旧させることで、廃棄物処理体制の回復を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の適正処理の推進

＜達成手段の概要＞
・大規模災害が発生した場合の対策を強化するための法整備を行う。
・大規模災害に備えた行動指針の策定及び災害廃棄物対策指針に基づく地方自治体における災害廃棄物対策の支援
・市町村等による廃棄物処理施設整備事業への支援を拡充
＜達成手段の目標＞
　災害発生時においても、適正かつ円滑・迅速な廃棄物の処理が実施可能となるよう、施設整備も含めた強靭な廃棄物処理システムの
構築を目指す。
　関連団体との連携強化や災害時の専門家の派遣体制の整備を進めるとともに、地方環境事務所と連携して、地域ブロック単位で、国・
地方公共団体・民間事業者が参加する協議会等を設置して災害廃棄物対策の具体化を進める。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
　一般廃棄物の適正処理

＜達成手段の概要＞
・産業廃棄物の処理施設の円滑な整備を推進するため、廃棄物処理センター等による産業廃棄物のモデル的な処理施設の整備を行う
もの。
・廃棄物処理センターによる廃棄物処理施設整備に係る基礎調査を実施するもの。
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うＰＣＢ廃棄物処理のための拠点的広域処理施設の整備に対し事業費の一部を補助する。
・大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域埋立処分場整備事業を行うもの。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・公共関与による産業廃棄物処理施設整備を促進することにより、廃棄物の適正な処理を行う施設を確保
・本調査により、施設の基本構想の策定を支援することにより、廃棄物処理センターによる適正な処理を図る。
・拠点的広域処理施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・更新を行う。
・大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域埋立処分場整備により、廃棄物の適正な処理を行う施設を確保



（環境省２７ー⑰）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 32年度

- - - 423 - - -

- - - - - - -

- - - 53 - - -

- - - - - - -

- - - 18 - - 13

- - - - - - -

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
我が国循環産業の戦略的
国際展開・育成事業（国際
展開支援）（平成23年度）

- - - - -
149

【再掲】

(2)
我が国循環産業の戦略的
国際展開・育成事業（ビジ
ネスモデル支援）

- - - - -
150

【再掲】

＜達成手段の概要＞
未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が次世代の循環産業として技術やネットワーク構築を踏まえて国内外に展開できるよう、
ビジネスモデルの構築を支援する。
＜達成手段の目標（平成27年度）＞
一般廃棄物のリサイクル率を向上させるとともに、容器包装プラスチックの分別収集参加市町村数を増加させる。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
我が国の循環型産業のビジネスモデル構築に寄与する。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
　我が国循環産業の戦略的な国際展開を促進する。
　国際展開の具体的な計画のある事業について、実現可能性調査、現地関係者との合同ワークショップ、研修等の支援を行う。また、海
外の廃棄物処理に関する情報の収集・共有、我が国循環産業・技術の海外への情報発信を行う。

＜達成手段の目標（27年度）＞
　先進的な我が国循環産業が、海外において事業展開することを支援し、世界規模で環境負荷の低減を実施するとともに、我が国経済
の活性化につなげる。

＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
－

第三次循環型社会形成推進基本計画

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

3
産業廃棄物の最終処分量
（百万ﾄﾝ）

20 H19年度 13 32年度

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めの基本的な方針

2
産業廃棄物のリサイクル
率（％）

52 H19年度 53 27年度
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めの基本的な方針

1
産業廃棄物の排出量
（百万ﾄﾝ）

419 H19年度 423 27年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 産業廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等を推進する。
政策体系上の

位置付け
４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
産業廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等について施策の総合的かつ計画的な推進を
図る。

目標設定の
考え方・根拠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 政策評価実施予定時期 平成28年６月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－４産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等） 担当部局名
大臣官房廃棄物・リサ
イクル対策部 産業廃
棄物課

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

産業廃棄物課長
角倉　一郎

別紙１



(3)
廃棄物処理施設整備費補助
（平成12年度）

- - - - -
0162

【再掲】

(4)
廃棄物処理システム開発費
（平成13年度）

14
(5)

14
(5)

10
(12)

85 - 0166

(5)
廃棄物処分基準等設定費
（平成４年度）

68
(87)

55
(60)

117
(118)

131 2.3. 0167

(6)
産業廃棄物等処理対策推進
費
（平成２年度）

22
(21)

16
(6)

13
(17)

13 1.2.3. 0168

＜達成手段の概要＞
・産業廃棄物の処理施設の円滑な整備を推進するため、廃棄物処理センター等による産業廃棄物のモデル的な処理施設の整備を行う
もの。
・廃棄物処理センターによる廃棄物処理施設整備に係る基礎調査を実施するもの。
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うＰＣＢ廃棄物処理のための拠点的広域処理施設の整備に対し事業費の一部を補助する。
・大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域埋立処分場整備事業を行うもの。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・公共関与による産業廃棄物処理施設整備を促進することにより、廃棄物の適正な処理を行う施設を確保
・本調査により、施設の基本構想の策定を支援することにより、廃棄物処理センターによる適正な処理を図る。
・拠点的広域処理施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・更新を行う。
・大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域埋立処分場整備により、廃棄物の適正な処理を行う施設を確保

＜達成手段の概要＞
・国による統一番号付与及び自治体の許可情報等を共有する活用基盤として適正かつ効率的な運用に必要な保守、更改等の拡充整
備を行う。
＜達成手段の目標＞
・国及び自治体事務の効率化及び適正な行政処分の実施。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・処理業者による適正処理の確保・推進。

＜達成手段の概要＞
・既存産業廃棄物処理施設等に係る維持管理等の実態調査を実施。
・産業廃棄物処理施設における処理基準等の調査検討業務を実施。
・有害廃棄物の適正処理方策に係る調査検討を実施。
＜達成手段の目標＞
・産業廃棄物処理施設周辺の大気・水質等の定点調査を実施し、周辺環境への影響が生じていないことを確認。
・調査検討の結果を踏まえ、必要に応じて産業廃棄物の処理に係る各種基準を見直す。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・産業廃棄物処理施設周辺の生活環境の保全。
・産業廃棄物の適正な処理の確保。

＜達成手段の概要＞
・産業廃棄物の排出実態を調査。
・産業廃棄物の検定方法の改正について検討を行う。
・環境大臣認定制度(広域、再生利用、無害化処理）の現地調査。
・大臣認定対象外の廃棄物で今後対象とすることが有効であると考えられる廃棄物の再生利用を行う者及び再生利用の用に供する施
設の調査、検討。
＜達成手段の目標＞
・産業廃棄物の排出・処理状況のとりまとめ。
・産業廃棄物の検定方法の改正等について検討を行う。
・大臣認定事業者等の認定基準の適合を担保
・大臣認定対象外の廃棄物で今後対象とすることが有効であると考えられる廃棄物の認定基準の策定
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・新たな目標設定や公共関与による効果的な施設整備の実施にあたっての基礎資料作成へ寄与。
・産業廃棄物の検定方法について、現状に則した見直しを行うための基礎資料作成へ寄与。
・大臣の認定制度において、効率的な廃棄物の適正処理を確保。
・再生利用認定制度の対象の拡充等を図ることにより、循環型社会推進形成基本計画掲げる再生利用量の目標の達成に寄与。



(7)
産業廃棄物適正処理推進費
（平成10年度）

58
(32)

55
(38)

25
(20)

24 - 0169

(8)
産業廃棄物処理業優良化推
進事業費
（平成22年度）

5
(1)

4
(2)

4
(2)

4 - 0170

(9)
ITを活用した循環型地域づく
り基盤整備事業
（平成16年度）

72
(68)

50
(50)

44
(44)

40 - 0171

(10)
石綿含有廃棄物無害化処理
技術認定事業
（平成19年度）

8
(7)

6
(8)

6
(5)

6 - 0172

(11)
PCB廃棄物適正処理対策推
進事業
（平成13年度）

114
(108)

146
(207)

133
(126)

166 - 0173

(12)
ＰＣＢ廃棄物対策推進費補助
金
（平成13年度）

1,500
(1,500)

1,500
(1,500)

6,900
(6,900)

1,900 - 0174

＜達成手段の概要＞
・弁護士等暴力団排除の専門家を講師に招き、産廃業者、自治体等に対する講習会を開催、また資料の配布等により、積極的な啓発
活動を行う。
＜達成手段の目標＞
・暴力団の徹底的な排除による健全な産廃処理業界の構築
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・処理業者による適正処理の確保・推進。・

＜達成手段の概要＞
・電子マニフェストの機能強化及び、電子マニフェストの普及のための説明会等を実施する。
＜達成手段の目標＞
・電子マニフェストの推進を図る
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・産廃排出事業者、処理業者の情報管理及び行政の監視業務の合理化を実現。

＜達成手段の概要＞
・石綿含有廃棄物等の処理について、高度な無害化技術を有する事業者を国が認定する。
＜達成手段の目標＞
・高度な技術を有する認定事業者数の増を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・石綿含有廃棄物等の適正かつ円滑な処理を実現する。

<達成手段の概要＞
・処理困難なＰＣＢ廃棄物の適正処理や、低濃度PCB廃棄物、ＰＣＢ汚染物に関する適正な処理を推進するため、技術的な観点から調
査を行う。
・地方自治体による使用中機器及び未届機器の掘り起こし調査の支援を行う。
・PCB特別措置法に基づく全国のPCB廃棄物の保管等の状況に関する適切な把握等により、PCB廃棄物の円滑かつ確実な処理の推進
のための情報としての活用を図る。
＜達成手段の目標＞
・実証試験評価数：8（PCB廃棄物（高圧トランス等）全体累積処理台数:347,000台（平成37年度））
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・多種多様なＰＣＢ廃棄物の適正処理の確保を図る。

<達成手段の概要＞
・処理費用負担能力の小さい中小企業者等のPCB廃棄物処理に係る費用負担を軽減するための助成を行う。
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社に対し、ＰＣＢ処理設備のＰＣＢ除去及び原状回復のための費用を出資する。
＜達成手段の目標＞
・中小事業者に対する助成額の合計：約30億円（PCB廃棄物（高圧トランス等）全体累積処理台数:347,000台（平成37年度））
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・中小企業者等が保有するＰＣＢ廃棄物の適正な処理を確保する。

＜達成手段の目標＞
・都道府県等に対する技術的支援により不法投棄等の拡大防止や支障の除去等の徹底を図る。
・各地域における不法投棄等の実態を把握することにより、産業廃棄物の不法投棄等対策に係る政策形成を図る。
・不法投棄等を早期発見・早期対応できる体制を整備することにより未然防止・拡大防止を図る。
＜達成手段の概要＞
・都道府県等に対して不法投棄等の行為者等への責任追及や支障除去等の手法に関する助言等を行う専門家チームを現地へ派遣し、
不法投棄等事案に係る支障除去等対策の円滑かつ適正な実施を支援する。
・都道府県等における不法投棄等の残存事案の実態調査等を行う。
・全国ごみ不法投棄監視ウィーク等を契機として国の関係機関、都道府県等、市民等が連携した合同の監視パトロールや啓発普及活動
等を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
不法投棄等の未然防止・拡大防止対策及び残存事案対策の実現を推進



(13)
製造業者等と連携した循環
産業形成支援事業
（平成25年度）

-
60
(47)

33
(22)

25 - 0175

(14)

水銀条約の締結に必要な環
境上適正な水銀廃棄物処理
体制の整備等事業
（平成26年度）

- -
50

（62）
140 - 0176

(15)

廃棄物の適正処理の更なる
推進に向けた廃棄物処理法
の点検
（平成27年度）

- - - 8 1.2. 新27-0016

(16)

産業廃棄物処理業のグリー
ン成長・地域魅力創出促進支
援事業
（平成27年度）

- - - 100 2.3. 新27-0017

1,890
(1,841)

1,921
(1,930)

7,334
(7,328)

2,551

＜達成手段の概要＞
・水銀含有廃製品等からの水銀回収スキームの調査検討、金属水銀の安定化・固型化技術の調査研究や処分場における環境影響調
査等を実施し、水銀廃棄物の環境上適正な処理方法や最終処分の基準の方向性について検討及びガイドラインの策定を行う。
・途上国の水銀廃棄物の環境上適正な管理の能力向上を図る。
＜達成手段の目標＞
・金属水銀はこれまで有価物として取引されてきたが、水銀に関する水俣条約が発効すれば、水銀の使用用途が制限されることにより、
余剰となった金属水銀及び水銀含有物が廃棄物として処分される事態が想定される。
・このため、これらの水銀廃棄物の処理方策について検討を行い、条約発効後の国内外における環境上適正な水銀廃棄物の処理体制
を確保する施策を推進する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
有害物質等を含む廃棄物の適正管理の実現を推進

＜達成手段の概要＞
・上述の平成22年度廃棄物処理法改正で策定された排出事業者責任等に係る施行状況の点検・評価を行い、廃棄物処理法等の制度
全般の点検を行うための調査・検討を行う。また、産業廃棄物処理施設の維持管理や技術上の基準等を調査し、必要に応じて検討会に
て基準等の検討を行う。
＜達成手段の目標＞
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成22年）の施行後5年を迎えるにあたり、廃棄物処理法の施行状況や
産業廃棄物処理施設等の維持管理等の実態を調査し、廃棄物の処理を巡る処理技術や社会情勢の変化に即した法制度の整備を行う
ことにより、生活環境への影響を未然に防止する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・産業廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理等に向けた制度の構築に寄与する。

＜達成手段の目標＞
・産業廃棄物処理業がグリーン成長、地域の魅力を創出する産業へと変革していくことを支援する。
＜達成手段の概要＞
・産業廃棄物ビジネスの振興、高付加価値型環境産業への転換促進、海外展開の推進、地域社会に貢献できる産業への転換支援及
び担い手確保・技術労働者支援などを行う。
＜施策の達成すべき目標（測定目標）への寄与の内容＞
・産業廃棄物処理業のグリーン成長を通じた産業廃棄物処理体制の維持・向上による、産業廃棄物のリサイクル率の向上及び最終処
分量の減少。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

＜達成手段の概要＞
・産業廃棄物の排出事業者、優良な産廃処理業者により構成されるフォーラムの開催等を行う。
・優良産廃処理業者に関する情報発信を行う。
＜達成手段の目標＞
・フォーラム開催により、排出事業者と優良な産廃処理業者等によるコンソーシアムを形成する。
・より効果的な情報発信を行うために情報発信サイトの改修を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・製造業者等と産廃処理業者の連携・協働を支援し、より付加価値の高い循環利用を行う循環産業を育成する。
・産業廃棄物の排出事業者が多数の産廃処理業者の中から優良業者を容易に選別して処理を委託しやすい仕組みを整備する。



　 （環境省２７－⑱）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - - - － －

123 110

10 13 13 13 13 13 11

10 13

- - - - - － －

187 159

- - - - - － －

- -

- - - - - 4 －

7 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0  

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
廃棄物処分基準等設定費
（平成４年度）

- - - - -
0167

【再掲】

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
・既存産業廃棄物処理施設等に係る維持管理等の実態調査を実施。
・産業廃棄物処理施設における処理基準等の調査検討業務を実施。
・有害廃棄物の適正処理方策に係る調査検討を実施。
＜達成手段の目標＞
・産業廃棄物処理施設周辺の大気・水質等の定点調査を実施し、周辺環境への影響が生じていないことを確認。
・調査検討の結果を踏まえ、必要に応じて産業廃棄物の処理に係る各種基準を見直す。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
・産業廃棄物処理施設周辺の生活環境の保全。
・産業廃棄物の適正な処理の確保。

当該通報件数は、事業者への制度に係る普及啓発や水際対策の効果を測る指標
となるため。目標値は、所要の措置に必要な期間を勘案し、直近実績(平成26年
度､9件)を基準値とした上で、当面半減を目標にしたもの。

6
ｸﾘｱﾗﾝｽ物のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨが
確保できていない事案
（件）

- - 0 平成32年度
クリアランス物が適正に取り扱われるためには、そのトレーサビリティを確保するこ
とが必要不可欠であるため、全てのクリアランス物に関しトレーサビリティを確保す
ることを目標として設定した。

5

ﾊﾞｰｾﾞﾙ条約違反の輸出に
ついて我が国が輸入国か
ら通報を受領した件数
（件）

9 平成26年度 4 平成29年度

廃棄物処理法の厳格な執行等により、不法投棄等の未然防止対策を推進してい
るため。目標値については、24年度時点の減少傾向を踏まえ設定。

4
ﾊﾞｰｾﾞﾙ条約締約国会議で
採択される、拠出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
関連のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等数（件）

- - 4 平成32年度
締約国等が自らの規制等の重要な指針とする各種ガイドラインに、我が国の経験
や知見を適切に盛り込むこどで、先進国としての責務を果たすことにつながるた
め。目標値は、近年の締約国会議での成果を踏まえ、最大水準に設定。

3
産業廃棄物の不法投棄の
新規発生件数（件）

187 平成24年度 150 平成32年度

廃棄物処理法の厳格な執行等により、不法投棄等の拡大防止対策や支障の除去
等を推進しているため。目標値については、24年度時点の減少傾向を踏まえ設
定。

2
特定支障除去等事業の件
数（件）

- - 0 平成34年度 産廃特措法に基づく特定支障除去等事業の各計画期間に基づき設定。

1
支障等がある産業廃棄物
の不法投棄等の残存件数
（件）

123 平成24年度 100 平成32年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要

・廃棄物の処理に伴い環境保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去の推進
・爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正
な処理の推進
・特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制の推進

政策体系上の
位置付け

４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
・不法投棄等による生活環境保全上の支障等のない社会の実現
・有害物質等を含む廃棄物の適正管理の実現
・廃棄物等の不適正な越境移動の防止の実現

目標設定の
考え方・根拠

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関
する特別措置法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する
法律

政策評価実施予定時期 平成28年6月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－５　廃棄物の不法投棄の防止等 担当部局名
大臣官房廃棄物・リサ
イクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

適正処理･不法投棄
対策室長

別紙１



(2)
産業廃棄物適正処理推進
費（平成10年度）

- - - - 1
0169

【再掲】

(3)
有害廃棄物等の環境上適
正な管理事業等拠出金
（平成18年度）

29
(29)

30
(30)

35
(35)

40 4 0177

(4)
クリアランス物管理システ
ム整備費（平成18年度）

9
(2)

2
(2)

3
(4)

19 6 0178

(5)
廃棄物等の越境移動に係
る国際的環境問題対策費
（平成8年度）

60
(77)

46
(44)

47
(45)

50 5 0179

＜達成手段の目標＞
・都道府県等に対する技術的支援により不法投棄等の拡大防止や支障の除去等の徹底を図る。
・各地域における不法投棄等の実態を把握することにより、産業廃棄物の不法投棄等対策に係る政策形成を図る。
・不法投棄等を早期発見・早期対応できる体制を整備することにより未然防止・拡大防止を図る。
＜達成手段の概要＞
・都道府県等に対して不法投棄等の行為者等への責任追及や支障除去等の手法に関する助言等を行う専門家チームを現地へ派遣し、
不法投棄等事案に係る支障除去等対策の円滑かつ適正な実施を支援する。
・都道府県等における不法投棄等の残存事案の実態調査等を行う。
・全国ごみ不法投棄監視ウィーク等を契機として国の関係機関、都道府県等、市民等が連携した合同の監視パトロールや啓発普及活動
等を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
不法投棄等による生活環境保全上の支障等のない社会の実現を推進

＜達成手段の目標＞
バーゼル条約の基本的な目的である有害廃棄物等の越境移動及び環境上適正な管理を国際的なガイダンス策定、プロジェクトの実施
等を通して積極的に支援することにより、有害廃棄物等の環境上適正な管理に貢献する。
＜達成手段の概要＞
バーゼル条約の下で実施される有害廃棄物の環境上適正な管理に関する実証事業毎のプロジェクトの実施を引き続き支援する。また、
我が国が交渉をリードできるよう、バーゼル条約締約国会議の下で行われているE-waste（電気電子機器廃棄物）とリユース品の区別に
焦点を当てたガイドラインに関する議論に係る経費の一部を拠出するとともに、国際連合環境計画（UNEP)国際環境技術センターにおけ
るバーゼル条約と水銀に関する水俣条約の連携に関するプロジェクトへの支援を行う。なお、プロジェクトの承認・実施に当たっては、政
策的・技術的観点から我が国として積極的に事務局及びプロジェクト実施国への助言・支援等を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
廃棄物等の不適正な越境移動の防止の実現を推進

＜達成手段の目標＞
クリアランス制度（核燃料物質によって汚染された物のうち、放射能濃度が国の定める基準値以下であるものを、有価物と同様に資源と
して有効に再利用、あるいは一般の産業廃棄物として適正な処分を行うことを可能とする制度）の導入にあたり、本制度の厳格な運用を
行うとともに、万一の事態にも対応できるようクリアランスされた廃棄物（放射能濃度が国の定める基準値以下であることを確認されたも
の）等のトレーサビリティ（履歴、所在地等が追跡できること）を確保することを目的とする。
＜達成手段の概要＞
原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づき排出されるクリアランス物のトレーサビリティを確保するための管理システムを運用等
するとともに、地方環境事務所による立入検査の実施及びそれに伴う知識の習得、放射線測定機器の点検整備を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
有害物質等を含む廃棄物の適正管理の実現を推進

＜達成手段の目標＞
国内外のバーゼル条約の実施体制を強化し、有害廃棄物等の不正輸出入の防止及び環境上適正な管理を推進する。このため、バー
ゼル条約に基づく国内法を厳格に運用するとともに、国際資源循環に資する環境上適正な有害廃棄物等の輸出入管理方策を展開す
る。
＜達成手段の概要＞
バーゼル条約に基づく、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）を厳格に施行するため、輸出入事業者等への法規制に関する周知徹底を行うとともに、アジア各国等との情報交換や
連携強化を図るため、有害廃棄物等の不法輸出入防止に関するアジアネットワークワークショップを我が国で開催する等、バーゼル条
約の適切な運用に関する取組を行う。なお、ワークショップでは、我が国の先進的な有害廃棄物処理技術をアジア各国のバーゼル条約
担当官に紹介する取組も行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
廃棄物等の不適正な越境移動の防止の実現を推進



(6)
産業廃棄物不法投棄等原
状回復措置推進補助金
（平成10年度）

5,690
(4,968)

3,808
(3,779)

3,230
(2,993)

348 2 0180

(7)
産業廃棄物不法投棄等防
止ネットワーク強化事業
（平成17年度）

4
(4)

4
(4)

4
(4)

4 3 0181

(8)
適正なリサイクルの推進と
不法越境移動の監視強化
（平成25年度）

-
8
(9)

34
(47)

48 5 0182

5,792
（5,080）

3,898
(3,866）

3,353
(3,129)

508

＜達成手段の目標＞
廃棄物や有害物質を含む使用済電子機器等が不法に輸出され、不適正に処理された結果として、輸出先国において環境汚染や健康
被害が発生することを防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制
に関する法律（バーゼル法）に基づき、廃棄物等の輸出入を適正に管理する方策を展開する。
＜達成手段の概要＞
廃棄物処理法及びバーゼル法に基づく廃棄物等の輸出入の適正な管理のため、規制対象物の明確化に係る調査・検討や地方環境事
務所における水際対策の強化等を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
廃棄物等の不適正な越境移動の防止の実現を推進

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

「第三次循環型社会形成推進基本計画」（平成25年5月31日閣議決定）第５章-第２節-６-（１）不法投棄・不適正処理対
策

＜達成手段の目標＞
不法投棄等に起因する生活環境保全上の支障等の除去を促進するため、都道府県等が行政代執行で実施する支障除去等事業を推進
する。
＜達成手段の概要＞
生活環境保全上の支障又はそのおそれがある不法投棄等事案であって、かつ、行為者が不明等であるために都道府県等がやむを得
ず行政代執行により支障の除去等を行う場合、
・平成10年6月17日以降の不法投棄等事案については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき「産業廃棄物適正処理推進セン
ター」に設置された基金から、対象都道府県等に対する支援を実施しており、本事業は当該基金の造成に必要な経費を補助する。（定
額補助）
・また、平成10年6月16日以前の不法投棄等事案については、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の規定
により策定した実施計画に基づき支障除去等事業を実施する都道府県等に対し、当該事業に必要な経費の一部を補助する。（補助率
1/3または1/2）
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
不法投棄等による生活環境保全上の支障等のない社会の実現を推進

＜達成手段の目標＞
産業廃棄物の不法投棄等事案の防止及び早期解決のため、担当職員のスキルアップのほか、地方環境事務所を核とした関係機関に
よるネットワークの強化を図る。
＜達成手段の概要＞
都道府県等の担当職員向けの研修として、知識が豊富な都道府県等職員や専門家を講師として、現場対応、法令研究、事例研究等の
研修を実施する。また、都道府県等との連携を強化するため、地域ブロックの連絡会議や啓発活動等を合同で実施する。更に、不法投
棄等事案の現地調査やパトロール等を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
不法投棄等による生活環境保全上の支障等のない社会の実現を推進



（環境省２７－⑲）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - - - 12.0% －

8.75% 8.88% 調査中

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
循環型社会形成推進交付
金
（平成17年度）

- - - - 1
163

【再掲】

(2)
浄化槽指導普及事業費
（昭和63年度）

37
（28）

37
（30）

43
（48）

40 1 183

(3)
浄化槽管理士国家試験費
（昭和59年度）

3
（3）

3
（3）

3
（3）

3 - 184

(4)
浄化槽整備推進費
（平成16年度）

13
（7）

12
（6）

10
（7）

9 1 185

(5)
し尿処理システム国際普
及推進事業費
（平成21年度）

15
（14）

14
（13）

15
(15)

15 - 186

(6)
浄化槽情報基盤整備支援
事業費
（平成27年度）

- - - 50 - 新27-0018

68
（52）

67
（52）

71
(73)

117施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日閣議決定）
廃棄物処理施設整備計画(平成２５年５月３１日閣議決定)

・市町村等が広域的な地域について作成する循環型社会形成推進地域計画に基づき実施される事業の費用に交付金を交付し、浄化槽の整備推進を図る。
・効率的かつ的確な浄化槽整備事業の実施のため必要な調査を実施する。
・市町村等の自主性と創意工夫を活かした総合的な浄化槽の整備を支援することにより、地域における循環型社会の形成を推進する。

・浄化槽の維持管理（保守点検・清掃・法定検査）について各自治体の実態等を調査し、適切な維持管理に係る制度・手法に関する検討を行う。
・平成12年の浄化槽法改正により原則新設禁止となった単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽への転換を推進するための効果的な手法の検討を行う。
・浄化槽の更なる普及に向けた、浄化槽整備計画の積極的な策定及び見直しの促進を図る。
・市町村浄化槽整備計画の策定支援を行うとともに、市町村設置事業を実施する市町村の負担軽減に資するPFI手法の普及促進を図る。
・浄化槽システム全体の強靭化を図る。

・試験合格者、講習修了者からの免状交付申請に応じ、免状を作成・発送する。また、免状の記載事項に変更があった場合の書換等に対応するため、これまでに交付した浄化槽管理士の
情報を台帳として整備・更新する。

・都道府県・市町村の浄化槽行政担当者に対し、浄化槽の整備手法や課題への取り組み等に関して、環境省調査情報を還元するとともに、自治体との情報交換等を行い、国及び自治体
間での連携を図り、ネットワークを構築・情報交換を活発化させる（浄化槽行政ブロック会議）。
・ＮＰＯとの連携により浄化槽に関する情報を広く提供・共有することによりネットワークの形成を促進する（浄化槽フォーラム）。

・海外の関係者へ日本のし尿処理に関する経験と技術を発信し、途上国等におけるし尿処理の課題を共有するためのネットワークを構築する。
・各国の研究者と協同して現地に適したし尿処理技術の適応可能性調査を行う。

・地方自治体が抱えている浄化槽台帳システム導入に際しての課題に対する技術的支援及び運用段階におけるフォローアップを行うことで、地域の実情に適した浄化槽台帳システムの整
備を支援する。
・上記モデル事業の実例に基づく諸課題及び解決策を整理、集約した上で、他の自治体に情報提供する。

廃棄物処理施設整備計画（平成25年５月31日閣議決定）において、平成29年度ま
でに、浄化槽処理人口普及率（浄化槽普及人口の総人口に対する割合）を、12%と
することとされているため。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

1
浄化槽処理人口普及率
（浄化槽普及人口の総人
口に対する割合）（％）

8.75% 24年度 12.0% 29年度

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 環境保全上効果的である浄化槽の整備による生活排水対策を講ずる。
政策体系上の

位置付け
４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
人口分散地域等に最適な汚水処理施設整備である浄化槽の普及を行い、生活排水の適正な
処理によって健全な水環境を確保する。

目標設定の
考え方・根拠

浄化槽法、廃棄物処理施設整備計画 政策評価実施予定時期 平成28年６月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標４－６ 浄化槽の整備によるし尿及び雑排水の適正な処理 担当部局名
大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部浄化
槽推進室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

浄化槽推進室長

別紙１



(記入イメージ） （環境省２７ー⑳）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

- - - - - － －

58% 97% 99%

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
災害等廃棄物処理事業費
補助金

329,491
(321,579)

386,350
(344,249)

75,882
(48,574)

1,056 1 復216

(2) 災害廃棄物処理代行事業
6,547
(4,390)

14,559
(2,828)

3,148
(1,474)

9,446 1 復217

(3)

災害廃棄物広域処理フォ
ローアップ事業（災害廃棄
物広域処理等支援事業か
らの名称変更）

-
1,911
(1,125)

53
(31)

- - 復218

市町村が実施した東日本大震災により発生した災害廃棄物の収集・運搬・処分に係る事業に対し「東日本大震災により生じた災害廃棄
物の処理に関する特別措置法」に基づき補助率を嵩上げして補助を行う。

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、特定被災地方公共団体である市町村の長から要請が
あった４市町における災害廃棄物（可燃物）の処理 事業を国が代行して行う。

広域処理受入れ終了後の最終処分場の放流水等の放射能濃度測定結果や安全性に関する情報をとりまとめ、情報発信することによ
り、地域住民の安心を図る。

東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）において、平成26年
３月末までの処理完了を目指していたが、平成25年８月に福島県の災害廃棄物の
処理を総点検し、できるだけ早期に処理完了を目指すこととした。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

1
災害廃棄物の処理・処分
割合（％）

- - 100% -

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 東日本大震災により発生した災害廃棄物の安全かつ迅速な処理を推進する。
政策体系上の

位置付け
４．廃棄物・リサイクル対策の推進

達成すべき目標
処理が完了していない福島県の一部地域については、市町と連携して国の代行処理等による
支援を通じ、できるだけ早期の処理完了を目指す。

目標設定の
考え方・根拠

福島県の災害廃棄物等の処理進捗状況につ
いての総点検

政策評価実施予定時期 平成28年6月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標4-7　東日本大震災への対応（災害廃棄物の処理） 担当部局名
大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部
廃棄物対策課

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

廃棄物対策課長

別紙１



(4)
循環型社会形成推進交付
金

26,753
(16,605)

8,152
(7,262)

9,636
(7,379)

12,631 1 復221

362,791
(342,574)

410,972
(355,464)

88,719
(57,458)

23,133

被災地の市町村等や広域処理により災害廃棄物の処理を行う市町村等が整備する一般廃棄物処理施設に対して財政措置による支援
を行う。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）


